
≪旅行条件書（手配旅行）及び旅行業務取扱料金≫

■旅行条件書
本旅行条件書は、旅行業法第１２条の４に定める取引条件説明書面であり、また、手配旅行契約（当社
旅行業約款第２条第１項で定義））が成立した場合には、契約書面の一部となります。
当社旅行業約款、BUYMA TRAVEL利用規約で定義する用語については、本旅行条件書においても
用いることとします。

第１条 （手配旅行契約）
１．本旅行条件書の対象となる「旅行サービス」とは、株式会社エニグモ（以下「当社」といいます。）が

購入会員のために媒介、取次または代理をする下記サービスを意味するものとします。
・出品会員の提供する、運送または宿泊サービス及び当該サービスの提供に付属するその他
サービス

・運送または宿泊機関等の提供する、運送・宿泊その他のサービス及び当該サービスの提供に
付属するその他サービス

２．本旅行条件書において「旅行契約」とは、当社が購入会員の依頼により、購入会員のために媒
介、取次または代理をすることにより、購入会員が旅行サービスの提供を受けられるように、手
配することを引き受ける契約をいいます。

３．当社は旅行サービスの手配にあたり、出品会員または運送・宿泊機関等に支払う運賃・料金その
他の費用（以下「旅行費用」といいます。）の他、所定の手数料（以下「本件手数料」といいま
す。）を含めた金額（以下「注文代金」といいます。）を申し受けます。

４．旅行契約の内容・条件は、BUYMA TRAVEL利用規約、本旅行条件書及び当社旅行業約款によ
るものとします。

５．当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、旅行契約に基づく当社の
債務の履行は終了いたします。従って、出品会員または運送・宿泊機関等との間で旅行サービ
スの提供をする契約を締結できなかった場合でも、当社がその義務を果たしたときには、当社所
定の本件手数料をお支払いいただきます。

第２条（申込方法と契約の成立）
１．当社と旅行契約を締結しようする購入会員は、当社が「BUYMA TRAVEL」の名称で運営するイン

ターネット上のサービス（以下「本サービス」といいます。）において、当社所定の方法によりオン
ライン入力する方法により注文をするものとします。

２．旅行契約の成立時期は、各旅行サービスの注文を受け付けている商品のページ（以下「商品ペー
ジ」といいます。）、注文手続きに際して注文内容を最終確認するページ（以下「内容確認ページ」
といいます。）、BUYMA TRAVEL利用規約、本旅行条件書及び当社旅行業約款に記載された
旅行契約の内容及び旅行条件等に購入会員が同意のうえ注文を行い、当該注文が当社によっ
て承諾された時点とします。

３．当社は、前項の承諾後直ちに、購入会員に対して注文が完了した旨を電子メールにて通知しま
す。ただし、当社より通知の送信を行っているにもかかわらず、購入会員の受信端末の不具合
等購入会員側の事情により通知を確認できなかったとしても契約成立となりますので、注文確定
後に通知が確認できなかった場合は、本サービス上で購入会員が注文取引の詳細を閲覧でき
る購入リスト詳細（以下「購入リスト」といいます。）にて購入会員自身で確認する必要がありま
す。

第３条（申し込み条件）
１．本サービスにおいて、以下の事項が商品ページまたは内容確認ページに表示されるものとし、そ

の記載は、本旅行条件書の一部を構成するものとみなします。
・商品ページ
（１）旅行サービスの内容
（２）旅行サービスの利用に際して通常要する費用
（３）取消料、変更料、その他旅行契約の変更または取消の条件
（４）注文手続きにおける注意事項
（５）その他の旅行条件
・内容確認ページ
（１）購入会員が指定した旅行サービスの予約日（予約日の指定が可能なものに限る）
（２）旅行サービスの注文に係る支払代金（商品代金、手数料等）



２．購入会員は、第１項により表示された事項、本旅行条件書、当社旅行業約款、BUYMA TRAVEL
利用規約を確認し、これらに同意のうえ、旅行の申し込みを行うものとします。

３．当社は、旅行契約成立後、第1項各号の事項を購入リストに表示します。
第４条（取引条件説明書面・契約書面の交付）
当社は、本旅行条件書に記載した事項（商品ページ、内容確認ページ、購入リストに記載された第３
条第１項各号の事項を含む。次項において同じ。）を、それを記載した書面の交付に代えて、本サー
ビスに掲示し、購入会員はこれを注文時に必ず閲覧するものとする。購入会員は、当社がこの方法
により契約内容を通知することに同意するものとします。

第５条（旅行代金の支払い）
１．旅行代金とは、当社が媒介する旅行サービスにかかる運送料、宿泊料、その他の費用（以下「商

品代金」といい、通常、サービス料及び消費税を含む）及び本件手数料をいう。
２．本旅行条件書による旅行において、商品代金は、以下のいずれかの方法のうち商品ページで選

択可能な方法として表示されたものの中から、購入会員が選択した方法により支払うものとしま
す。
（１）購入会員が旅行サービスの利用時に運送または宿泊機関に対し直接支払う方法
（２）第６条に定める通信契約に基づき、購入会員が選択した支払手段で当社に支払う方法
（３）その他商品ページに別の定めがあるときは、その方法

第６条（通信契約）
１．当社は、無署名取扱特約を含む加盟店契約を締結したクレジットカード会社または決済代行会社

もしくは決済サービス事業者の会員（以下「カード等会員」といいます。）より、カード等会員の署
名なくして注文代金のお支払を受けることを条件に、当社が「BUYMA TRAVEL」という名称で運
営するサービス（以下「本サービス」という）において、当社所定のオンライン入力する方法による
旅行契約（以下「通信契約」といいます。）の締結についてのお申込みを受けております。

２．通信契約は、当社が契約の締結を承諾する旨の通知（以下「電子承諾通知」といいます。）を発し
た時に成立します。ただし、当社より電子承諾通知を行っているにもかかわらず、お客様の受信
端末の不具合等お客様側の事情により電子承諾通知を確認できなかったとしても契約成立とな
りますので、注文後に電子承諾通知が確認できなかった場合は、購入リストにてお客様ご自身
で確認ください。

３．通信契約での「決済日」は、カード等会員及び当社が手配旅行契約に基づく注文代金等のお支払
または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立日、後者の場合は当社が購入会
員に払い戻す額を通知した日となります。

４．提示された決済処理が無効（カードが無効である場合を含みますが、これに限りません。）である
場合はお申し込みをお断りいたします。

第７条（旅行契約の内容変更）
１．当社は、購入会員が旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容変更を求める場

合、以下の通り取り扱うものといたします。
・出品会員が、出品する旅行サービス（以下『出品会員販売サービス』といいます。）について
は、出品会員が承諾可能な場合に限り、その求めに応ずるものとします。

・当社が、運送または宿泊機関等による旅行サービスの提供を直接媒介するもの（以下『当社
販売サービス』といいます。）については、当社にて対応が可能な限り、その求めに応ずるも
のとする。

２．購入会員は、前項の変更を求める場合、以下の方法で行うものとします。
出品会員販売サービスの変更：直接出品会員へ変更依頼の連絡を行う
当社販売サービスの変更：当社所定の方法で当社に対して変更依頼の連絡を行う

３．購入会員は、第１項の旅行内容の変更により発生する変更料・違約料等を、商品ページに記載さ
れたキャンセル料条件（以下「キャンセル料条件」といいます。）に従い支払うものとします。

４．第１項の旅行契約の内容の変更によって生ずる商品代金の増加または減少は購入会員に帰属
するものとします。

第８条（購入会員による旅行契約の任意解除）
１．購入会員は、いつでも手配旅行契約の全部または一部を解除することができます。
２．購入会員は、前項の解除をする場合、以下の方法で行うものとします。

出品会員販売サービスの解除：当社所定の方法で出品会員に対して解除依頼を行う
当社販売サービスの解除：当社所定の方法で当社に対して解除依頼を行う



３．購入会員は、前項の旅行契約の解除により発生する取消料・違約料等を、キャンセル料条件に従
い支払うものとします。未利用の場合についても同様とします。

第９条（出品会員または当社の責に帰すべき事由による旅行契約の解除）
（出品会員販売サービス）
購入会員は、当社又は出品会員の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となっ
た場合、旅行契約を解除することができます。

（当社販売サービス）
購入会員は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となった場合、旅行契
約を解除することができます。

第１０条（当社の責任）
１．当社の責任の範囲は、特段の定めがある場合を除き、第１条第２項に記載した手配行為に限定し

ます。
２．当社は、旅行契約の履行にあたり、当社または当社の手配代行者の故意または過失により購入

会員が損害を被った場合、その損害を賠償するものとする。ただし、損害発生の翌日から起算し
て２年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。

３．当社は、購入会員が天災地変、戦乱、暴動、出品会員の運送サービス提供の中止、出品会員の
過剰予約受付（オーバーブッキング）による予約取消、官公署の命令その他の当社または当社
の手配代行者の関与し得ない事由による損害を被った場合、その損害を賠償する責任を負わな
いものとします。

４．当社は、手荷物について生じた第２項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の
翌日から起算して２１日以内に当社に対して通知があった場合に限り購入会員１名につき１５万
円を限度（当社に故意または重大な過失がある場合を除く）として賠償するものとします。

第１１条（購入会員の責任）
１．当社は、購入会員の故意、過失、法令、公序良俗に反する行動により当社が損害を受けた場合、

購入会員に対して被った全ての損害の賠償を請求することができるものとします。
２．購入会員は、旅行契約を締結するに際し、当社及び出品会員から提供された情報を活用し、購入

会員の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
３．購入会員は、旅行開始後において、第４条に基づき本サービスに掲示された事項（以下、この条

項で「契約事項」といいます。）の旅行サービスを円滑に受領するため、万が一、契約事項と異な
る旅行サービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当社または出品会員に申し
出なければならないものとします。

第１２条（購入会員が出発までに実施する事項）
１．衛生情報について

渡航先の衛生情報については、以下をご確認ください。
・厚生労働省検疫所海外で健康に過ごすために：https://www.forth.go.jp/

２．海外危険情報について
渡航先によっては、外務省より「海外危険情報」等、国又は地域の渡航に関する情報が出されて
いる場合があります。詳しくは以下をご確認ください。
・外務省海外安全ホームページ：https://www.anzen.mofa.go.jp/
・外務省海外旅行登録「たびレジ」：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
・外務省領事サービスセンター（海外安全担当）：03－5501－8162

以上
2024年3月5日　現在

《旅行業務取扱者》

登録番号　　　　　　　：東京都知事登録旅行業第3-7726号
社名　　　　　　　　　：株式会社エニグモ（一般社団法人日本旅行業協会正会員）
住所　　　　　　　　　：東京都港区赤坂8-1-22 ＮＭＦ青山一丁目ビル6F
お客様窓口　　　　　　：support@travel.buyma.com
営業時間　　　　　　　：10:00〜17:00 (土日祝・年末年始を除く)
総合旅行業務取扱管理者：増山綾香
（ご依頼がある場合には、上記の者が説明を行います。）

https://www.forth.go.jp/
https://www.anzen.mofa.go.jp/
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
mailto:support@travel.buyma.com


■旅行業務取扱料金
商品購入時に１取引につき商品価格の5.5%（税込み）をシステム利用料として申し受けます。

※システム利用料に関してはコチラをご確認ください。
※取引完了後、上記料金はお取引を取消される場合でも払い戻しいたしません。

https://qa.travel.buyma.com/buyer/order/1237.html

